
様式第１号（第６条関係）
　　　　年　　月　　日
（宛先）みよし市長
事業者
住所　
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名　　　　　　　　　　　　　　
生年月日　　　年　　月　　日
電話
みよし市住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金交付申請書
　　　　　年度　みよし市住宅・建築物安全ストック形成事業について、補助金の交付を受けたいので、みよし市住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定により、下記のとおり申請します。
　なおこの申請書の審査に際し、税務所管課等への市税等の納入状況調査及び警察署への暴力団員又は関係者の照会等をされても異議ありません。
記
１　補助事業の名称（注）　　　　　　住宅段階的耐震改修費補助事業
２　補助事業の目的及び内容
３　補助事業の完了予定期日
４　交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円
　　　　　　　　　補助事業に要する経費　　　　　　　千円
５　交付申請額の算出方法等　　　別紙のとおり
６　代理受領制度　□利用する　  　□利用しない
７　設計方法    　□一般診断法　　□精密診断法
※住宅耐震改修費補助事業（木造住宅）又は住宅段階的耐震改修費補助事業の場合に、記載する
８　その他
（添付書類）
１．非木造住宅耐震診断費補助事業の場合 （別紙１－３適用通知書の写し）
２．住宅耐震改修費補助事業（木造住宅）の場合（別紙２－１事業計画書）
３．住宅耐震改修費補助事業（非木造）の場合（別紙３－３適用通知書の写し）
４．住宅段階的耐震改修費補助事業の場合（別紙４－１事業計画書）
５．木造住宅耐震シェルター整備費補助事業の場合（別紙５－１事業計画書）
６．建築物撤去費補助事業の場合（別紙６－１事業計画書）
７．コンクリートブロック塀等撤去費及びフェンス等設置費補助事業の場合（別紙７－１事業計画書）
８．民間住宅・建築物アスベスト含有調査等に関する事業の場合（別紙８－２適用通知書の写し）
９．民間住宅・建築物石綿改修事業の場合（別紙９－３適用通知書の写し）
（注）補助事業の名称は、みよし市住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金交付要綱第３条各号に掲げられている事業名を記入すること。
別紙４－１
住宅段階的耐震改修費補助　事業（変更）計画書
１．建築物の概要
（１）工事名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐震改修工事
（２）施工場所　　　　みよし市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（３）建設時期　　　　明・大・昭　　　　　年　　　月　
（４）建築面積　　　　　　　　　　　　㎡
（５）床面積　　　　　１階　　　　　　㎡　２階　　　　　　㎡
（６）屋根面積　　　　　　　　　　　　㎡　（屋根工事を伴う耐震化がある場合）
２．補強計画
（１）補強前の評点　　　　１階　Ｘ方向　　　　　　　　Ｙ方向　　　　　　
２階　Ｘ方向　　　　　　　　Ｙ方向　　　　　　
耐震診断実施事業名等（該当するものを○で囲む。）
ア．みよし市民間木造住宅耐震診断事業（　　　　　年度実施）
イ．(一財)愛知県建築住宅センターが行う木造住宅耐震診断（　　　　　年度実施）
ウ．ア又はイの診断者　氏名　　　　　　　　　　　　　　
資格　愛知県木造住宅耐震診断員(愛知県が認定する木造住宅耐震診断員養成講習会を受講し、及び修了した者で、愛知県に登録されたものをいう。)第　　　　　　　号
（　）級建築士（　　　）登録第　　　　　　号
（２）耐震補強後の評点
	１段目
補強工事
	１階　Ｘ方向　　　　　　　　　Ｙ方向　　　　　　　
２階　Ｘ方向　　　　　　　　　Ｙ方向　　　　　　　

	２段目
補強工事
	１階　Ｘ方向　　　　　　　　　Ｙ方向　　　　　　　
２階　Ｘ方向　　　　　　　　　Ｙ方向　　　　　　　

	
	２段目改修予定時期　　　　　　年頃


（３）耐震改修設計者　　　氏名　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　（　）級建築士（　　　）登録第　　　　　　　号
　　（　）級建築士事務所　　　　県登録　（　）　　　　　　　号
（４）予定工期　　　　　　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日
３．交付申請額　　　　　金　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　補助対象経費　　　　　　　　　　円（①～②の合計額）
1 耐震補強工事費（附帯工事費含む。）　　　　　　　　　　　円
2 改修設計費     　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　円
添付書類
（１）前年度の個人（法人）市民税及び固定資産税に係る納税証明書
（２）木造住宅耐震診断結果報告書等の写し
（３）耐震補強工事計画書
ア　案内図及び平面図
イ　補強計画図その他補強方法を示す図書
ウ　耐震補強後の建物についての耐震診断の判定値（建築士の記名のあるものに限る。）
（４）耐震補強工事費見積書（耐震補強工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名のあるものに限る。）

